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今後の放課後の居場所づくり（学童クラブ含む）の検討について 

 
１ 新制度施行に向けて必要な準備作業 

① 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）について、「量の見込み」

を設定、「確保方策」を検討し、「子ども・子育て支援事業計画」に盛り込む。 

 

② 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の基準を検討し、条例を制

定する。 

 

２ 今後の方針 

○ 学童クラブについては、町の子ども・子育て会議で議論を行う（※）。 

○ 新制度の準備作業を優先的に議論しつつ、あわせて現行の課題について検

討を行う。平成 26 年度前半に集中的に検討を行い、改善可能なものについ

ては平成 27年度から対応する。 

○ 学校敷地内での学童クラブの実施については、教育委員会など関係部局の

協力が不可欠なため、オブザーバーでの出席等も検討する。 

 

※ 全児対象とした放課後事業については、別途、教育委員会で検討が行われ

る可能性あり。 

→ 庁内調整を行い、次年度の子ども・子育て会議までに対応方法について整

理する。 

 

３ 前回会議からの積み残し 

民間学童クラブ（風の子・おひさま）利用者へのアンケート調査 

調査内容（案） 

・利用のきっかけ（内容、預かり時間、保育園から利用しているなど） 

・満足度（内容、料金など） 

・不便に感じていること 

・町の学童保育を利用していない理由 など 

※ 町から調査を行うか要検討。 

 

４ 今後の検討にあたっての留意点 

○ 地域特性をふまえて、全小学校区一律ではなく、部分的な変更も視野に入

れる。 

○ 提供方法について大きな変更を伴う場合は、事前アンケートやパブリック

コメントの実施が望ましい。 

○ 利用料については、大きな方向性が決まってから検討を行う。あらかじめ

現行サービスの保護者負担相当分について試算しておくことが必要。 

資料７ 



自治体独自の
放課後事業

学童クラブ
（学校）

学童クラブ
（それ以外）

一体型
（時間による
切り替え）

現行・葉山型
　新制度施行に伴い、放課後
　児童クラブの具体的基準あり

放課後
子ども教室

どこで提供するか どこで提供するか

児童館
学校

（敷地内）
学校

（敷地内）
それ以外

学童クラブ全児童対策事業

＜放課後事業の類型の整理＞

放課後事業

全児対象か留守家庭児対象か

全児対象 留守家庭児対象

横浜：はまっ子ふれあいス

クール

川崎：わくわくプラザ

逗子：ふれあいスクール

横浜：放課

後キッズクラ

ブ

（学校開放型の放課後事業）
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＜葉山町の学童クラブの対応イメージ＞

現行の課題 新制度への対応

有料化

供給量の拡大時間延長 おやつの提供 専用スペース 基準への適合

27年4月までに
点検・見直し

引続き検討 民間団体の誘致提供場所の確保

学校 公共施設 町有地 その他

新しい実施場所
の検討
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放課後学童クラブの具体的基準と葉山町の状況 
 

基準の項目 内容 現行の葉山町の適合状況 
従事する者 
【従うべき基準】 

・「児童の遊びを指導する者」

の資格があり、研修（都道府

県）を受講した者 
・資格は、保育士、社会福祉

士、教員免許（幼・小・中・

高）など。 
※一定の経過措置について

検討される予定。 

○（適合） 
職員２名のうち最低１名

は、「児童の遊びを指導す

る者」の資格あり。 
ただし、研修（都道府県）

受講は必要。 

員数 
【従うべき基準】 

・職員を２人以上配置するこ

ととし、うち１人以上は有資

格者とする。 

○（適合） 
職員２名配置。 
 

児童の集団の規模 
【参酌すべき基準】 

・おおむね４０人までが適

当。 
・４０人を超える場合は、複

数のクラブへの分割や複数

の児童集団に分けて対応す

るよう努める。 

△（一部適合） 
定員は４０人以内。 
ただし、実態としては一

部実施場所で、４０人を

超えている。 

施設・設備 
【参酌すべき基準】 

①専用室・専用スペース 
・児童１人あたり１．６５㎡

以上の面積。 
・生活の場としての機能が十

分に確保されること。 

△（一部適合） 
目安の面積は満たさない

が、専用スペースあり。 
 

②その他 
・静養スペースを設けること

が適当。 

△（一部適合） 
一部の実施場所で静養ス

ペースあり。 
開所日数 
【参酌すべき基準】 

・年間２５０日以上が原則。 ○（適合） 

開所時間 
【参酌すべき基準】 

・平日は１日３時間以上。 
・休日は１日８時間以上。 

○（適合） 
平日＋土曜開所。 

その他の基準 
【参酌すべき基準】 

・非常災害対策 
・虐待等の禁止 
・秘密の保持 
・保護者・小学校等との連携 
・事故発生時の対応 
・安全管理 
・アレルギー対策 など 

○（適合） 
ただし、おやつは提供し

ていないので、アレルギ

ー対策は該当なし。 
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（参考） 
・従うべき基準 …… 必ず適合しなければならない基準。 
・参酌すべき基準 … 地方自治体が十分に参酌した結果であれば、地域の 

実情に応じて、異なる内容を定めることが許容される 
基準。ただし、変更する場合には、その説明責任は地 
方自治体に求められる。 


